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本書の見方 
 

○ 調査時点は、令和 4 年 3 月 31 日現在です。 

○ 金額は百万円単位で、面積は㎡単位です。四捨五入による端数処理をしてい

るため、各表の数値の合計が一致しない場合があります。 

○ 公社名の表記は、名称中の「土地開発公社」を省略して、設立市町村名に 

  より表記しています。 



 

１ 公社数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

○ 県内市町村土地開発公社の設立状況（令和 4 年 3 月 31 日現在） 
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 県内の市町村土地開発公社（以下「公社」という）の総数は、令和 4 年 3 月末

時点で 27 公社（市 22 公社、町 5 公社）である。前年度に比べて 1 公社減少した。 
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○ 設立状況（令和 4 年 3 月 31 日現在） 

     

 

○ 解散状況  
 平成 15 年度  妻沼町（合併） 

平成 16 年度  秩父市、岩槻市（合併）、久喜市、栗橋町（合併）、岡部町（合併）  

平成 17 年度  吹上町（合併）、児玉町（合併）、大井町（合併）、川本町（合併）、菖蒲町（合併）、庄和町（合併） 

平成 18 年度  大利根町（合併）  
平成 20 年度  志木市 

平成 21 年度  騎西町（合併）、鷲宮町（合併）  

平成 23 年度  鳩ヶ谷市（合併）、毛呂山町、越生町、比企  

平成 24 年度  加須市、日高市、杉戸町  

平成 25 年度  本庄市、羽生市、新座市、小鹿野町 

平成 28 年度  上尾市、富士見市  

平成 29 年度  和光市、伊奈町 

平成 30 年度  鶴ヶ島市  

令和 2 年度   狭山市、桶川市、白岡市  
令和 3 年度   ふじみ野市  
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２ 土地取得の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 各公社の取得状況 
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 令和 3 年度では、6 公社において、簿価 11 億 9,400 万円（前年度比＋5 億 2,700

万円、＋79.0％）、面積 18,455 ㎡（前年度比+9,212 ㎡、＋99.7％）の土地を取

得した。 
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３ 土地処分の状況 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

○ 各公社の処分状況 
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 令和 3 年度では、15 公社において、簿価 63 億 1,700 万円（前年度比△7 億 4,100

万円、△10.5％）、面積 36,135 ㎡（前年度比△12,565 ㎡、△25.8％）の土地を処

分した。 
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４ 保有土地の状況 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

○ 各公社の保有土地の状況 
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 令和 3 年度末時点で、簿価 425 億 1,000 万円（前年度比△41 億 6,100 万円、 

△8.9％）、面積 424,592 ㎡（前年度比△62,307 ㎡、△12.8％）の土地を保有し

ている。 
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５ 長期保有土地の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ※ 1 10 年以上保有土地： 5 年以上保有土地の内数  

 

 

○ 5 年以上保有土地の状況 

 
 

 

○ 10 年以上保有土地の状況 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年度末時点で、5 年以上保有土地は、簿価 381 億 5,800 万円（前年度比△

49 億 9,600 万円、△11.6％）、面積 375,253 ㎡（前年度比△70,355 ㎡、△15.8％）

である。 

 10 年以上保有土地※ 1 は、簿価 363 億 6,900 万円（前年度比△48 億 5,800 万円、

△11.8％）、面積 354,171 ㎡（前年度比△68,936 ㎡、△16.3％）である。 

 保有土地全体に占める 5 年以上保有土地の割合は 89.8％（簿価ベース）、10

年以上保有土地の割合は 85.6％（簿価ベース）であり、保有土地全体の大部分

を長期保有土地が占めている。 
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※グラフは金額ベース  

 

 

○ 各公社の長期保有土地の状況 
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６ 供用済土地、未収金の状況 
 

  

 

 

 

 

 

※ 1 供用済土地：公社が土地所有権を有した状態のまま、設立市町村が最終利用目的で供用開始している土地 

※ 2 未収金：土地所有権が設立市町村等依頼者に移転されたものの、公社に支払われていない土地購入代金 

※ 3 昭和 47年 8月 28日付け建設省都市局長・自治大臣官房長通知  

 

 

 

○ 各公社の供用済土地の状況 
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 令和3年度末時点で、供用済土地 ※ 1は1億1,500万円（前年度比△8,500万円、

△42.5％）である。未収金 ※ 2はなし。 

 土地開発公社が取得した土地について、地方公共団体が、災害復旧等真にや

むを得ない場合を除き、買い取ることなく供用開始することや、買取りに要し

た費用を長期にわたり繰り延べることは、土地開発公社の健全な運営を図る観

点からも、地方公共団体の財政運営等からも不適切である ※ 3。  
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７ 決算の状況 

 
 

 

 

 

○ 損益計算書 

 
 

 

○ 貸借対照表 

 
 

 

 

 

 令和 3 年度決算について、損益計算書では、当期利益が 2,100 万円（前年度比

+6 億 3,700 万円、+103.4％）であり、設立団体による買戻しが多かったことによ

る。貸借対照表では、資産総額が 483 億 1,800 万円（前年度比△40 億 8,600 万円、

△7.8％）であり、保有土地の処分が進んでいる。 
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８ 財政的リスクと経営健全化の取組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地方公共団体が土地開発公社の債務について行う債務保証等は、将来的には

その一部又は全部を負担する可能性を有するものである。特に、多額の債務保

証等を行う土地開発公社が経営破たんした場合には、当該地方公共団体は巨額

の債務（財政負担）を負うというリスクが存在する。 

 平成25年度から、国では「第3次土地開発公社経営健全化対策」として、地

方財政措置を講じるなど、公社の経営健全化に取り組むとともに、県では、国

の公社経営健全化対策で対象とならない団体についても積極的に対策を講じ

るため、「埼玉県市町村土地開発公社経営健全化対策」を定めた（別紙１参照）。 

 平成30年度から、国では、財政的リスクを有する第三セクター等(土地開発

公社含む)と関係を有する地方公共団体について、「第三セクター等の経営健

全化方針」の策定を要請し、経営健全化に取り組んでいる（別紙２、３参照）。 
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                                               市  第  ９５６－１  号  

                                               平成２５年８月２９日 

 

 関係市町村長 様 

（土地開発公社担当課扱い） 

 

 

                                        埼玉県企画財政部地域政策局長 

 

 

埼玉県市町村土地開発公社経営健全化対策について 
 

土地開発公社（以下「公社」という。）の経営健全化については、総務省から「第三

セクター等の抜本的改革の推進等について」（平成２１年６月２３日付総財公第９５号

総務省自治財政局長通知）により、公社の存廃を含めた抜本的改革を５年間で集中的に

行うべきとされており、また、「土地開発公社経営健全化対策について」（平成２５年

２月２８日付総行地第９号・総財公第１８号総務副大臣通知）により「土地開発公社健

全化対策措置要領」が通知されています。 
本県においても、公社の経営健全化を進めるため、平成１５年３月に「土地開発公社

経営健全化指針」（以下「旧指針」という。）を策定するとともに、「埼玉県ふるさと

創造貸付金」を活用した将来事業化が見込まれる用途が明確でない土地及び供用済土地

の解消を推進してきましたが、このたび、公社のより一層の健全化を推進するため、「埼

玉県市町村土地開発公社経営健全化対策」を策定することとしました。 
各市町村においては、本対策に積極的に取り組んでいただき、設立団体として公社の

経営健全化に取り組まれますようお願いします。 
また、旧指針は廃止とします。ただし、旧指針に基づく計画が本対策の達成目標以上

の計画である場合には、当該計画を本対策で策定を求める計画とみなすこととします。 
 なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の

規定に基づく技術的な助言であることを申し添えます。 
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                                            市  第  ９５６－２  号 

                                               平成２５年８月２９日 

 

 関係市町村土地開発公社理事長 様 

 

 

                                        埼玉県企画財政部地域政策局長 

 

 

埼玉県市町村土地開発公社経営健全化対策について 
 

土地開発公社（以下「公社」という。）の経営健全化については、総務省から「第三

セクター等の抜本的改革の推進等について」（平成２１年６月２３日付総財公第９５号

総務省自治財政局長通知）により、公社の存廃を含めた抜本的改革を５年間で集中的に

行うべきとされており、また、「土地開発公社経営健全化対策について」（平成２５年

２月２８日付総行地第９号・総財公第１８号総務副大臣通知）により「土地開発公社健

全化対策措置要領」が通知されています。 
本県においても、公社の経営健全化を進めるため、平成１５年３月に「土地開発公社

経営健全化指針」（以下「旧指針」という。）を策定するとともに、「埼玉県ふるさと

創造貸付金」を活用した将来事業化が見込まれる用途が明確でない土地及び供用済土地

の解消を推進してきましたが、このたび、公社のより一層の健全化を推進するため、「埼

玉県市町村土地開発公社経営健全化対策」を策定することとしました。 
各公社においては、本対策の内容を十分に御理解の上、設立市町村との連携・協力を

図りながら公社の経営健全化に取り組まれるようお願いします。 
また、旧指針は廃止とします。ただし、旧指針に基づく計画が本対策の達成目標以上

の計画である場合には、当該計画を本対策で策定を求める計画とみなすこととします。 
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埼玉県市町村土地開発公社経営健全化対策 

 

平成２５年８月２９日 市第９５６号 

 

１ 目的 

本県では、平成１５年３月２４日付市第２１０１号「土地開発公社経営健全

化指針」（以下、「旧指針」という。）を策定するとともに「埼玉県ふるさと

創造貸付金」を活用した土地開発公社（以下、「公社」という。）の経営健全

化策を講じてきた。  
しかし、県内の市町村公社の簿価総額は、平成２３年度末現在、全国最大の

簿価総額であり、公社の経営健全化をさらに進めていかなければならない。  
国は、平成２５年度までの時限措置として「第三セクター等改革推進債」を

設けるとともに、平成２５年２月２８日付総行地第９号・総財公第１８号「土

地開発公社経営健全化対策」（以下、「国第３次対策」という。）を定め、市

町村公社のより健全化を推進している。 

しかしながら、本県では標準財政規模が大きいため、多額の公社保有土地が

あっても国第３次対策の対象とならない市町村公社がある。こうした市町村に

ついても、積極的に対策を行っていく必要があるため、旧指針を廃止して、「埼

玉県市町村土地開発公社経営健全化対策」を策定し、市町村財政健全化をさら

に進めていく。 

 

２ 対象団体及び達成目標 

（１）対象団体 

下記のいずれかに該当する公社を設立した市町村については、「土地開発公

社経営健全化計画」（以下、「計画」という。）を策定する。  
   ただし、国第３次対策を策定している市町村は除く。 

なお、旧指針に基づく計画や市町村独自計画が、この対策の２（２）に規定

する達成目標以上の目標を定めた計画であると認められるときは、当該計画を

この対策の５の規定により承認したものとみなす。 

①計画策定年度の前年度（以下、「基準年度」という。）末時点において市

町村の標準財政規模に対して、５年以上保有土地の簿価総額の割合が１０

％以上の公社 

②基準年度末時点において供用済土地がある公社 

③基準年度末時点において未収金がある公社 

 

（２）達成目標 

   標準財政規模に対する公社の５年以上保有土地の簿価総額割合を１０％以下

にする。供用済土地又は未収金がある公社については、その土地又は未収金を

全て解消する。 

 

３ 計画の期間 

計画は、策定年度から原則１０年以内とする。 
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４ 計画策定項目 

   ※別添様式「土地開発公社経営健全化計画書」に基づき、下記の項目につい

て作成すること。 

  第１ 経営健全化の期間 

  第２ 経営健全化の基本方針 

  第３ 経営健全化計画実施のための体制（委員会等名称、構成メンバー等） 

  第４ 各年度の用地取得・処分・保有計画 

  第５ 用途が明確でない土地明細書 

  第６ ５年以上保有土地明細書 

  第７ 供用済土地明細書 

  第８ 未収金明細書 

  第９ 割賦支払明細書 

  第１０ 位置図 

 

５ 計画の承認等 

   計画は、対象団体の市町村長が作成する。また、新たに対象団体となった市

町村については、原則として対象となった年度の１１月末までに知事に計画を

提出する。  
   計画の提出を受けた知事は、その内容が適当であると認めるときは、計画を

承認する。  
 
６ 計画策定市町村への県の支援 

   承認を受けた計画に基づく、以下の土地の買い戻しについては、「埼玉県ふる

さと創造貸付金」の対象とし、早期の公社の経営健全化を図る。 

①買い戻し後１０年以内（買い戻し年度を含む）の事業化が見込まれる土地 

②供用済土地 

 

７ 計画の実績報告 

   計画期間中における当該団体の取組状況について、毎年度別添「実績報告書」

により県へ報告する。 

 

８ 計画の変更 

   当該団体の取組は、災害その他特別の事情がある場合には計画を変更するこ

とができる。この場合において、市町村長は知事に変更された計画を提出し、

変更した計画の提出を受けた知事は、その内容が適当であると認めるときは、

計画を承認する。 

 

９ 計画の承認取消し 

   計画期間中において、当該団体の取組が計画に定めた経営健全化の取組に著

しく反していると認められるとき、知事は計画の承認を取り消すことができる。 

14



1 
 

 
 

 

 
 

 
 

               
 
 

 
 

26 101
26 102

 

 

 
2017 29 12 21

 

 

15



2 
 

 

 
22 67 245

 
 

 
 

 
 

 
 

26 102

 
 

 
 

 
   

 
   

 
 

   

16



3 
 

 
 

   
 

   

 
 

 
 

 

 
25

31 31
 

 
 

    
    

10%
 
 

3. 75 11. 25 15
 

 
 

17



4 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 31 31  
 

 
 

 

18



(( N (

19



 

 
 

     

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

26 8 5  

20



1 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
     
     

 
 

 
 
 

 
 26

101
26 102

 
 2017 29
12 21

30
30 20 26

30
 

 30 31
29

 

21



2 
 

31
31 76.4

 

 

 

30

 
 

 
 22 67 245

 
 

 
 

 
 

29  
 

 
  
 

 
 

30  
 30

22



3 
 

 
 

 
 

 
 2019 21

2018
2020  

30

 

 
 

 
 

23



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 
 
 

 
 29  

 
 

 
 

 
 

    0  

 
 

 
 

 
0  

A  

 

 

 

 

B  
 

 
 

 

C      
     

A C      10  
B C       

 

24



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 29  
 

 
 

 
    

    
    
    

    

 
 

 
 

    
 

 

 29  
 

 
 

 
    
    
    

    
    

 

25



 

 

 

 
25

 

 
 

 
 

10
 

 

3.75 11.25% 15

 

 
 

30 20
26  

   

26



(N -1)N(N -2) (N -2)(N -1)

27



 

令和５年１月発行 

「令和３年度市町村土地開発公社の現況」 

埼玉県企画財政部市町村課公営企業担当 


